
平成２１年４月

１　現状　（２０年４月１日現在）

(1）職種ごとの職員の平均年齢、平均給与等及び民間従業員のデータの状況
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※

（注） 1 「平均給料月額」とは、20年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　　　

（2）職種ごとの年齢別職員数（２０年４月１日現在）
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年収ベースの「公務員（C）」は、平均給与月額を12倍したものに、前年度に支給された期末勤勉手当の額を加えた
試算値である。

2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのす
べての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の
手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

4 技能労務職の職種と民間の類似職種については、阿波市が正規職員のみを対象としているのに対し、民間
データは短期雇用のアルバイト等の非正規職員も含んでおり、経験年数、平均年数、業務内容、雇用形態等が
一致していないため、単純に比較することはできません。

3 民間データは、「賃金構造基本統計調査」において公表されているデータを使用しています。（平成17年～平成
19年の３ヶ年平均）

　うち用務員 5,300,496 3,227,400 1.64
　その他 5,486,884 － －

　うち学校給食員 5,827,332 3,034,800 1.92
　うち清掃職員 4,163,000 4,170,000 1.00

区　　分

参考
年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間
C/D
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1.41
　その他 － － － －
　うち用務員 用務員 53.9 225,900

0.87
　うち学校給食員 調理師 45.5 222,000 1.56
　うち清掃職員 廃棄物処理業従業員 43.6 299,700
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の類似職種

平均年齢
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317,091 306,447
国 48.9 4,784 284,679 － 320,623

類似団体 47.7

317,100 331,132 320,756
徳島県 44.9 276 305,060

346,529
　うち用務員 46.0 12 307,900

343,841 324,757
　その他 50.5 16

37.2 4 237,600

318,333 316,333
　うち学校給食員 52.9 7 339,300 347,386

260,400 244,100

（国ベース）
阿波市 48.2 39 310,100 322,839 316,151

　うち清掃職員

阿波市の技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針
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（3）その他給与に関する事項
①　給料表
　国家公務員行政職俸給表(Ⅰ)１級～７級を適用し、技能労務職については、１級～５級を適用しています。

②　技能労務職員に係る特殊勤務手当
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③　昇給基準
　毎年1月1日に前年における勤務成績に応じて4号給(55歳以上2号給)を標準として昇給する。

２　基本的な考え方

３　具体的な取組内容

　技能労務職員に係る見直しについては、職員数の抑制を図っていくことを基本としながら、給与制度
についても、地域の民間給与の水準及び国、県及び他の地方公共団体との均衡等に留意のうえ、適正
化に努めていきます。

老人ホーム勤務職
員の特殊勤務手当

老人ホームに勤務する職員 月額　3,500円

　平成１７年に合併して以降、新規採用は行わず退職者不補充を継続しているところであり、今後にお
いても集中改革プランに沿って、指定管理者制度等の活用を図りながら引き続き職員数の抑制に努め
ていきます。
　給与制度については、平成１８年４月から一般職と同様に給与構造の見直しを行い、諸手当について
も順次見直しを行うなどその適正化を図ってきたところです。今後も引き続き、適正な給与制度となるよ
う努めていきます。

老人ホーム遺体処
理従事職員の特殊
勤務手当

老人ホーム遺体処理に従事する職員 一体　2,000円

清掃業務従事職員
の特殊勤務手当

清掃業務に従事する職員 月額　4,000円

手当の名称 主な支給対象業務、対象職員 左記職員に対する支給単価
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